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私たちの生活環境や健康を健全に保つために、環境基本法、騒音規制法、 
振動規制法により、環境基準や各種の規制値・許容限度が定められています。 

どのような測定がある？ 
騒音・振動の発生源には次のように様々な種類があり、それぞれの特性や
目的に応じた測定を行う必要があります。 
 
・騒音 
道路交通騒音 
鉄道騒音 
特定工場騒音 
特定建設作業騒音 
近隣騒音 

・振動 
道路交通振動 
特定工場振動 
特定建設作業振動 
低周波空気振動 
地盤卓越振動 

 

様々な基準と規制 
騒音、振動の基準・規制については、 

・騒音に係る環境基準について（平成 10年環告 64） 
・騒音規制法（昭和 43年法律第 98号） 
・環境影響評価法（平成 9年法律第 81号） 
・振動規制法（昭和 51年法律第 64号）       のほか、 

次のような特定の発生源について設けられているものもあります。 
・航空機騒音に係る環境基準について（昭和 48年環告 154） 
・新幹線鉄道騒音に係る環境基準について（昭和 50年環告 46） 

 

地域や時間帯によって基準値が異なります 
騒音、振動の基準・規制は、地域や時間によって細かく決められています。 
地域は、AA（特に静謐を要する地域）、A（専ら住居の用に供される地域）、B（主として住居の用に供される地域）、 
C（相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域）と類型されます。 
時間帯は、朝、昼間、夕、夜間のように、24時間を 4 つに区分することがあります。 
測定結果を評価する上でこうした基準・規制の状況を正しく把握することが重要です。 
 
法に基づく騒音・振動の測定はもちろん、自主的・試験的な測定など、何でもご相談ください。 

公害行政権限の各市への委任 
 
平成 24年より、それまで都道府県の管轄
になっていた悪臭、騒音、振動の公害行政
権限が、各市の長に委任されることになりま
した。 
これによりそれまで各都道府県の条例等で
定められていた悪臭、騒音、振動の規制値
が、市ごとの条例で定められることになりまし
た。なお、市以外の町村についてはこれまで
どおり都道府県の条例によって規制されてい
ます。 
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